
文 教 費 概 観  の  図 説

付・第１表　注より（国の教育費関係）

（Ｃ）国の教育費

   a.文部科学省所管一般会計歳出決算額

c.純計（a-b）

b.一般会計から特別会計への繰入額

d.国立学校特別会計歳出決算額　  

(d)

e.地方教育費調査の「国庫補助金」総額

(g)

（Ｃ）= c + d + g

付・第３表　注より（地方の教育費関係）

(a-b)

b.公費に組入れられない寄付金

(c)

(d)

(Ｂ) = {( a - b )+ c + d }

付・第４表　注より（文教費総額）

    a.文部科学省所管一般会計歳出決算額とは…　 （Ｃ）国の教育費

公立大学・短期大学への国庫補助金

(d)

(g)

※ 「学校基本調査報告書」より

（Ｂ）地方教育費総額

(a-b)

(c)

(d)

すなわち，文教費総額

（Ｂ）地方教育費総額

純計

文部科学省関係補助金

(c)

その他

　　「国の教育費」から，「地方教育費
　　　補助」を差し引いたもの

地方教育費補助

d.私立大学への地方公共団体からの補助金
（「今日の私学財政」より別途算出）

(c)

a - b

a.地方教育費調査のうち
「地方教育費総額」

c.公立大学・短期大学経費
（「学校基本調査報告書」より）

f.文部科学省関係補助金

g.他府省庁補助金（e-f）

d.国立学校特別会計歳出決算額　  

　地方教育費総額の中には，「国庫補助金（他府省庁分も含
む）」がすでに計上されており，ゆえに純計を算出するとき
は「国」または「地方」のいずれかより差し引かなくては成
らない。
　（この図式では，「国」より差し引いてある）


